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八
街
市
に
は
39
の
区
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
で
、
そ
の
地
域

な
ら
で
は
の
歴
史
や
文
化
が
あ
り
、

そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
同
士
に
よ
る

さ
ま
ざ
ま
な
自
治
活
動
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

今
月
は
、朝
日
区
を
紹
介
し
ま
す
。

〜
共
助
に
感
謝
〜

朝
日
区
区
長

　

令
和
元
年
台
風
15
号
上
陸
前
、

気
象
庁
は
緊
急
記
者
会
見
を
開
き

「
台
風
接
近
と
と
も
に
世
界
が
変

わ
る
」
と
警
戒
を
呼
び
か
け
た
。

深
夜
、
あ
ま
り
の
強
風
で
目
が
さ

め
る
。
雨
に
加
え
て
、
風
が
地
を

は
う
よ
う
に
吹
い
て
お
り
、
生
ま

れ
て
初
め
て
の
光
景
を
目
に
し
た
。

停
電
。
９
月
９
日
㈪
午
前
６
時
、

雨
が
止
ん
だ
の
で
地
域
の
状
況
確

認
を
行
っ
た
。
冠
水
は
少
な
い
も

の
の
道
路
に
は
倒
木
や
折
れ
た
枝

が
散
乱
し
て
い
た
。
倒
木
に
よ
り

通
行
不
能
と
な
っ
た
道
路
で
は
、

住
民
が
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
使
っ
て

撤
去
作
業
を
し
て
い
た
。
朝
日
区

に
お
い
て
も
、
午
前
９
時
30
分
か

ら
朝
日
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
で
給
水
を
始
め
る
。

八
街
市
の
各
区
を
紹
介
し
ま
す
（

八
街
市
の
各
区
を
紹
介
し
ま
す
（
1111
）【
朝
日
区
】

）【
朝
日
区
】

納涼盆踊り大会の様子
　

朝
日
区
は
、
Ｊ
Ｒ
八
街
駅
よ
り

北
東
へ
２
㎞
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ

り
、
早
朝
に
は
キ
ジ
の
鳴
き
声
が

聞
こ
え
る
自
然
豊
か
な
地
域
で
す
。

西
の
夕
日
丘
、
東
の
朝
日
と
命
名

し
た
先
人
達
の
知
恵
と
先
見
性
を

強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
現
在
約
７

５
０
世
帯
に
加
入
い
た
だ
き
、
朝

日
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を

拠
点
と
し
て
、
安
心
安
全
を
念
頭

に
置
き
、
さ
ま
ざ
な
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
納
涼
盆
踊
り
大
会
や

サ
ツ
マ
芋
掘
り
大
会
、
年
末
餅
つ

き
大
会
と
い
っ
た
親
睦
行
事
の
開

催
や
、
ご
み
拾
い
や
草
刈
り
、
側

溝
清
掃
と
い
っ
た
環
境
美
化
活
動

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
災

害
に
備
え
、
防
災
・
救
急
合
同
講

習
会
な
ど
も
開
催
し
て
い
ま
す
。

子
育
て
サ
ロ
ン
や
シ
ル
バ
ー
サ
ロ

ン
、
毎
月
開
催
さ
れ
る
防
犯
パ
ト

ロ
ー
ル
な
ど
に
お
い
て
、
幅
広
い

年
齢
層
の
方
々
が
ふ
れ
あ
い
、
笑

顔
で
交
流
で
き
る
こ
と
も
朝
日
区

の
特
徴
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
登

下
校
や
ご
自
身
の
散
歩
、
犬
の
散

歩
な
ど
の
際
に
、
住
民
同
士
の
あ

い
さ
つ
が
行
わ
れ
る
地
域
性
も
自

慢
で
す
。

　

年
号
が
令
和
に
変
わ
り
、
新
し

い
時
代
が
幕
を
開
け
ま
し
た
が
、

今
後
も
小
さ
な
声
に
耳
を
傾
け
、

た
く
さ
ん
の
お
力
を
も
っ
た
住
民

の
方
々
と
共
に
小
さ
な
歩
み
を
重

ね
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

問
八
街
市
区
長
会
事
務
局

（
市
民
協
働
推
進
課
内
）

　

☎
３
１
２
‐
１
１
４
０

ー
で
給
水
を
始
め
る
。

  　

国民年金保険料学生納付特例制度
　20歳以上の方は、学生でも国民年金に加入する
必要がありますが、一般的に所得が少ないため、
国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特
例制度」があります。
　学校教育法に規定する大学（大学院）・短期大学・
高等学校・高等専門学校・専修学校 ・各種学校に
在学する学生などが対象で、本人の前年所得が次
の計算式で算出した金額以下であることが条件です。
所得基準（申請者本人のみ）
　１１８万円＋扶養親族等の数×38万円
申請方法
　学生納付特例申請書を国保年金課または年金事
務所に提出してください。
お持ちいただくもの
 ・学生証（コピーは両面）または在学証明書（原本）
 ・マイナンバーを確認できるもの
 ・印鑑
 ・本人確認できる運転免許証など
　承認期間は４月～翌年３月の１年間ですが、承
認を受けた翌年度も在学予定の場合は、４月上旬
に申請書が送付されます。引き続き、学生納付特
例を希望し、同一の学校に在学している方は、送
付された申請書を記入して返送することで、令和
２年度の申請ができます。 （学生証のコピーや在
学証明書は不要）また、学生納付特例制度を利用
せず、保険料を納付する場合は、幕張年金事務所
までご連絡ください。
問幕張年金事務所　☎２１２－８６２１

年金相談を実施しています
　年金相談では、国民年金や厚生年金、年金受給
などについて社会保険労務士に相談できます。相
談する際には、年金記録がわかるものや本人確認
できるものなどをお持ちください。予約は不要で
す。
相談日時（偶数月の第３木曜日）
　４月16日・６月18日・８月20日・
　10月15日・12月17日・令和３年２月18日
　午前10時～正午・午後１時～３時
相談場所
　総合保健福祉センター
問国保年金課　☎４４３－１１３９

  　

国民年金保険料学生納付特例制度

国保年金課からのお知らせ国保年金課からのお知らせ
令和２年度分の固定資産課税台帳の閲覧と
　　　　　　　土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳の閲覧
　固定資産税の納税義務者が固定資産課税台帳の
自己資産が記載された部分を確認したり、借地人
 ・借家人の方や一定の権利を有する方が、権利の
目的である固定資産の課税内容を確認するための
ものです。
閲覧期限　令和３年３月31日㈬
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　 （土曜日、日曜開庁以外の日曜日、
　　　　　祝日、年末年始を除く）
　　　　　 （日曜開庁日は午後５時まで）
閲覧場所　課税課
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税の納税者が所有する土地や家屋の評
価額と、市内のほかの土地や家屋の評価額を比較
し、適正な評価額かを確認するためのものです。
土地のみを納税している場合は土地のみ、家屋の
みを納税している場合は家屋のみを縦覧すること
ができます。
※縦覧制度の趣旨を逸脱するような縦覧申請は受
け付けません。
縦覧期限　４月30日㈭
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　 （土曜日、日曜開庁以外の日曜日、
　　　　　祝日、年末年始を除く）
　　　　　 （日曜開庁日は午後５時まで）
縦覧場所　課税課
　手数料など詳しくは、課税課へお問い合わせく
ださい。

市・県民税を公的年金から特別徴収します
　４月１日現在、65歳以上で公的年金を受給中で、
市・県民税（住民税）の納税義務がある方は、公
的年金部分の住民税を、公的年金から天引きをし
て納付（特別徴収）することと定められています。
　公的年金からの特別徴収は、前年度の特別徴収
税額（年税額）の２分の１に相当する額を、３回
 （４月・６月・８月）で仮徴収し、令和２年度の
 「年金所得分の住民税決定額」から仮徴収分を差
し引き、残額を３回（10 月・12 月・令和３年２月）
に分割して天引き（本徴収）します。
　令和２年度の市・県民税決定通知は６月上旬頃
送付を予定しております。
問課税課　☎４４３－１１１６

令和２年度分の固定資産課税台帳の閲覧と

課税課からのお知らせ課税課からのお知らせ
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